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介
護
保
険
は
、
国
や
道
、
市
町

村
が
負
担
す
る
「
公
費
」
と
、
皆

さ
ん
が
納
め
る
「
介
護
保
険
料
」

を
財
源
と
し
て
運
営
し
て
い
ま

す
。

　

介
護
保
険
料
の
額
は
、
皆
さ
ん

が
住
み
慣
れ
た
ま
ち
で
、
い
つ
ま

で
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う

に
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
が
ど
れ

く
ら
い
必
要
に
な
る
の
か
を
見
込

ん
で
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定

し
、
決
定
し
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
基
準
額
は
昨
年
と
同

額
の
５
万
５
０
８
０
円
（
月
額

４
５
９
０
円
）
で
あ
り
、
所
得
段

階
別
に
次
の
表
の
と
お
り
と
な
り

ま
す
。

所
得
の
申
告
を

お
忘
れ
な
く

　

空
知
中
部
広
域
連
合
で
は
介
護

保
険
法
に
基
づ
き
、
構
成
市
町
か

ら
皆
さ
ん
の
所
得
情
報
を
得
て
い

ま
す
。

　

所
得
が
な
い
な
ど
の
理
由
で
所

得
の
申
告
を
さ
れ
て
い
な
い
と
、

正
し
い
介
護
保
険
料
の
算
定
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
未
申
告
の
方
は

所
得
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
の 

未
納
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

介
護
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ

る
と
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

と
き
に
納
め
て
い
な
い
期
間
に
応

じ
て
給
付
制
限
を
受
け
ま
す
。
制

限
を
受
け
な
い
よ
う
に
、
納
期
限

内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

段階 対　　象　　者 算定基準 年間保険料額

第１段階
・老齢福祉年金の受給者で、世帯の全員が住民税
非課税の方

・生活保護の受給者

基準額
×0.5 27,540円

第２段階
・本人と世帯の全員が住民税非課税で、前年の合
計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の
方

基準額
×0.5 27,540円

第３段階
・本人と世帯の全員が住民税非課税で、前年の合
計所得金額＋課税年金収入額が120万円以下の
方

基準額
×0.625 34,425円

第４段階 ・本人と世帯の全員が住民税非課税で、第２段
階・第３段階以外の方

基準額
×0.75 41,310円

第５段階
・本人が住民税非課税（世帯の中に課税されてい
る方がいる）で、前年の合計所得金額＋課税年
金収入額が80万円以下の方

基準額
×0.83 45,716円

第６段階 ・本人が住民税非課税（世帯の中に課税されてい
る方がいる）で、第５段階以外の方 基準額 55,080円

第７段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
125万円未満の方

基準額
×1.16 63,892円

第８段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
190万円未満の方

基準額
×1.25 68,850円

第９段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
500万円未満の方

基準額
×1.5 82,620円

第10段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
500万円以上の方

基準額
×1.75 96,390円

空知中部広域連合から

８月８日㈮に平成26年度介護保険料決定のお知らせをお送りします
問合せ　空知中部広域連合事務局介護保険係　☎66・2152

65歳以上の皆さんにお知らせ

日
程　

９
月
３
日
㈬
、10
日
㈬
、

17
日
㈬
、
24
日
㈬
、
10
月
１

日
㈬
、
８
日
㈬
、
15
日
㈬
、

22
日
㈬
、
29
日
㈬
、
11
月
５

日
㈬
、
12
日
㈬
、
19
日
㈬
、

26
日
㈬
、
12
月
３
日
㈬
、
10

日
㈬
、
17
日
㈬
、
22
日
㈪
の

全
17
日
間

※
各
回
と
も
９
時
30
分
～
16
時

30
分

場
所　

広
域
介
護
予
防
支
援
セ

ン
タ
ー
（
奈
井
江
町
）

定
員　

20
人

申
込
方
法　

受
講
申
込
書
を
郵

送
か
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
送
信
し
て
く

だ
さ
い
。

※
受
講
申
込
書
は
ゆ
め
り
あ
で

配
布
し
ま
す
。

募
集
期
間　

７
月
７
日
㈪
～
８

月
22
日
㈮

受
講
料　

６
万
円
（
税
込
み
）

申
込
・
問
合
せ　

空
知
中
部
広

域
連
合
事
務
局
総
務
企
画
係

☎
66
・
２
１
５
２

FAX 

66
・
２
１
３
８

介
護
職
員
初
任
者

研
修
通
信
講
座

　

こ
れ
ま
で
就
学
前
の
子
ど
も
た
ち
が

利
用
す
る
施
設
は
、
主
に
幼
稚
園
と
保

育
所
で
し
た
が
、
新
制
度
で
は
こ
れ
ら

に
加
え
、両
方
の
良
さ
を
併
せ
持
つ「
認

定
子
ど
も
園
」
の
普
及
と
家
庭
的
保
育

な
ど
少
人
数
で
の
保
育
の
役
割
を
担
う

「
地
域
型
保
育
」
を
充
実
さ
せ
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

待
機
児
童
の
多
い
地
域
、
子
ど
も
が

減
っ
て
い
く
地
域
の
双
方
で
、
身
近
な

教
育
・
保
育
の
場
を
確
保
し
て
い
き
ま

す
。

　

新
制
度
で
は
施
設
利
用
に
あ
た
り
町

か
ら
の
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
、

３
つ
の
区
分
の
認
定
に
応
じ
て
利
用
が

決
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
教
育
・
保
育
利
用
料
は
保
護

者
の
所
得
に
応
じ
た
支
払
い
が
基
本
と

な
り
、
今
後
、
国
が
定
め
る
基
準
を
踏

ま
え
、町
が
定
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
新
制
度
に
移
行
し
な
い
私
立
幼
稚
園

の
利
用
者
の
手
続
き
は
現
行
と
変
更
あ

り
ま
せ
ん
が
、
現
在
移
行
を
検
討
し
て

い
る
段
階
で
す
。

■地域での保育充実のイメージ（出典：内閣府パンフレット）

新制度・認定子ども園について詳しくは、内閣府のホームページでご覧いただけます。

　平成27年４月にスタート予定の「子ども・子育て支援新制度」は、子どもと子育てをめぐる
さまざまな課題を解決するため、「質の高い幼児期の学校教育や保育を総合的に提供すること」
「教育・保育の質や量を充実させること」「地域における子ども・子育て支援を充実させること」
を目指します。

３つの区分認定

新
し
い
教
育
・
保
育
制
度

子ども・子育て支援

問合せ　保健福祉課子ども・高齢者グループ　☎72・2000

新しい制度が始まります
平成27年度

から

１
号
認
定

 

教
育
標
準
時
間
認
定

満
３
歳
以
上
で
、
幼
稚
園
、

認
定
子
ど
も
園
で
教
育
を
希

望
す
る
場
合

２
号
認
定

 

満
３
歳
以
上
・
保
育
認
定

　

満
３
歳
以
上
で
「
保
育
の
必

要
な
事
由
」
に
該
当
、
保
育

所
、
認
定
子
ど
も
園
で
の
保

育
を
希
望
す
る
場
合

３
号
認
定

 

満
３
歳
未
満
・
保
育
認
定
　

満
３
歳
未
満
で
「
保
育
の
必

要
な
事
由
」
に
該
当
し
、
保

育
所
、
認
定
子
ど
も
園
、
地

育
型
保
育
を
希
望
す
る
場
合


